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議案第 83号

令和 6年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第 9号）

令和 6年度茅ヶ崎市の一般会計補正予算（第 9号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 34,934千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 96,438,233千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、 「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第 2条地方債の追加は、 「第 2表地方債補正」による。

令和 6年 9月 27日提出

茅ヶ崎市長佐藤 光

提案理由

本案は、地方自治法第 21 8条第 1項の規定により提案する。
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第 1表歳入歳出予算補正
歳入

（単位千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

16県支出金 6,378,889 105 6,378,994 

2県補助金 1,491,367 105 1,491,472 

20繰越金 1,316,712 17,029 1,333,741 

1繰越金 1,316,712 17,029 1, 333, 741 

22 市債 12,202,800 17,800 12,220,600 

1市債 12,202,800 17,800 12,220,600 

歳 入 合 計 96,403,299 34,934 96,438,233 
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歳出
（単位千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

2総務費 10,343,430 29,222 10,372,652 

1総務管理費 8,516,753 29,222 8,545,975 

4衛生費 11,209,585 210 11,209,795 

1保健衛生費 5,684,520 210 5,684,730 

10教育費 11,125,684 5,502 11, 131, 186 

5社会教育費 1,864,382 5,502 1,869,884 

歳 出 合 計 96,403,299 34,934 96,438,233 
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第 2 表 地方債補正

追加
（単位千円）

補正前 補正後
起 債 の 目 的 起 債 の 方 法 利 率 償還の方法

限度額 限度額

普通貸借又は証 5.0％以内 公的資金については、
小和田地区コミュニテイセンター

12,800 
券発行。 （ただし、利率見直 その融資条件により、

整 備 事 業 事業の進捗その し方式で借り入 民間等資金の場合に
他の都合により れる公的資金につ は、その債権者との
起債前借り又は いて、利率の見直 融資条件による。
翌年度に繰り越 しを行った後に ただし、市財政の都
して借り入れる おいては、当該 合により、繰上償還、

子どもの家整備 事 業 5,000 
ことができる。 見直し後の利率） 償還年限の短縮又は

低利債に借り換える
ことができる。

計 12,202,800 12,220,600 一一一
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歳入歳出補正予算事項別明細書
一般

括
入

総
歳

ー

（単位千円）

款 補正前の額 補 正 額 計

16県支出金 6,378,889 105 6,378,994 

20繰越金 1, 316, 712 17,029 1,333,741 

22市債 12,202,800 17,800 12,220,600 

戚9← 入 合 計 96,403,299 34,934 96,438,233 
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歳出

款 補正前の額 補 正 額 計

2総務費 10,343,430 29,222 10,372,652 

4衛生費 11,209,585 210 11,209,795 

10教育費 11,125,684 5,502 11, 131, 186 

歳 出 ムロ 計 96,403,299 34,934 96,438,233 
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一般

（単位千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳
特 疋 財 源

国 県支 出 金 地 方 債 他
般 財 源

そ の

゜
12,800 

゜
16,422 

105 

゜ ゜
105 

゜
5,000 

゜
502 

105 17,800 

゜
17,029 
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2 歳入

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計

16 県支出金 6,378,889 105 6,378,994 

2県補助金 1,491,367 105 1,491,472 

3衛生費県補助金 105,876 105 105,981 

20繰越金 1,316,712 17,029 1,333,741 

一1繰越金 1,316,712 17,029 1,333,741 

1繰越金 1,316,712 17,029 1,333,741 

22市債 12,202,800 17,800 12,220,600 

1市債 12,202,800 17,800 12,220,600 

1総務債 1,060,200 12,800 1,073,000 

9教育債 4,887,200 5,000 4,892,200 

歳 入 合 計 96,403,299 34,934 96,438,233 
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県支出金繰越金市債

（単位千円）

節
説 明

区 ノ刀‘ 金 額

1保健衛生費補 105 7骨髄ドナー支援事業費補助金 (1/ 2) 105 

助金

l前年度繰越金 17,029 1前年度繰越金 17,029 

1総務管理債 12,800 6小和田地区コミュニティセンター整備事業債 12,800 

4社会教育債 5,000 4子どもの家整備事業債 5,000 
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3 歳出

補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計
区 分 金 額

2総務費 10,343,430 29,222 10,372,652 

1総務管理費 8,516,753 29,222 8,545,975 

1一般管理費 3,218,455 

゜
3,218,455 地 方 債 300 

一般財源 △300 

2文書管理費 82,577 13 82,590 一般財源 13 

12地域活動推進費 281,407 13,892 295,299 地 方債 12,500 

一般財源 1,392 

14スポーツ振興費 1,436,089 15,317 1,451,406 一般財源 15,317 

4衛生費 11,209,585 210 11,209, 795 

1保健衛生費 5,684,520 210 5,684,730 

l保健衛生総務費 3,388,938 210 3, 389, 148 県支出金 105 

一般財源 105 

10教育費 11,125,684 5,502 11, 131, 186 

5社会教育費 1,864,382 5,502 1,869,884 

1社会教育総務費 464,769 

゜
464,769 地 方債 100 

一般財源 △100 

5青少年対策費 664,375 5,502 669,877 地 方債 4,900 

一般財源 602 

歳 出 合 計 96,403,299 34,934 96,438,233 
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総務費衛生費教育費

（単位千円）

ノ艮H

区 ハ刀 金 額
説 明

21 補償補填及び 13 30郵便料金 13 

賠償金

- -

14工事請負費 13,892 30地域集会施設管理運営経費 13,892 
3小和田地区コミュニテイセンター 13,892 

12委託料 578 50体育館管理運営経費 15,317 

i l体育館管理運営経費 15,317 

17備品購入費
| 

14,739 

I 

18負担金補助及 210 60地域医療事業費 210 
4骨髄ドナー支援事業費補助金 210 

び交付金

14工事請負費 5,502 50子どもの家運営費 5,502 
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地 方 債 に 関 す る 調 書

（単位千円）
9i 

当該 年 度 中 増 減 見 込 み 当 該 年 度 末

区 ハ刀 前年度末
当該年度中起債見込額 現在 高 見 込 額

現 在 高

補正前の額 補正 額 計 補 正 月‘I’J 補 正 後

1 普通債 35,730,768 13,325,100 17,800 13,342,900 45,801,845 45,819,645 

(1) 総 ぁマタ勺 9,597,537 1,287,400 12,800 1,300,200 10,159,230 10,172,030 

(10)教 ギ自 9,543,028 5,612,800 5,000 5,617,800 14,224,190 14,229,190 

合 計 59,570,787 13,673,100 17,800 13,690,900 67,597,594 67,615,394 
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議案第 84号

茅ヶ崎市体育館条例の一部を改正する条例

茅ヶ崎市体育館条例（平成元年茅ヶ崎市条例第 4号）の一部を次のように改正する。

別表の 2の項（1) アの表中備考以外の部分を次のように改める。

ア 基本利用料金

使 用 区 ノ刀＼ 

施 至n几又 名 午 月ヽlトl 午後 1 午後 2 夜 間

午前 9時か 午後 0時か 午後 3時か 午後 6時か
ら午後 0時 ら午後 3時 ら午後 6時 ら午後 9時
まで まで まで まで

茅 第 6分の 1 2, 2 3 0円
ケ 1 
崎 体 3分の 1 4, 4 6 0円
市 云自

那れ公心 室 2分の 1 6, 6 9 0円
ムロ

体
云自

3分の 2 8, 9 2 0円

館 全面 13, 380円

第 2体育室 3, 5 7 0円

柔道場 1, 8 1 0円

剣道場 1, 8 1 0円

多目的室 1, 1 7 0円

会 2分の 1 6 7 0円
議
室 全室 1, 3 5 0円

弓道場 1, 2 9 0円

オーケストラ練習室 1, 6 2 0円

丑二ノラア 競 2分の1 1, 2 9 0円

ケ 技
崎 場 全面 2, 5 8 0円
市
体 柔剣道場 6 2 0円
六自

館 多目的室 6 2 0円

別表の 2の項（1) オ（ア）中「徴収するときは」を「徴収するときにあっては」に、
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「徴収しないときは」を「徴収しないときにあっては」に改め、同項（1) オ（イ）中「に

おいて」を「であって」に改め、同項（1) オを同項（1) 力とし、同項（1) 工中「 (1時

間に満たないときは、 1時間とする。）」及び「（オの規定の適用を受ける場合にあっ

ては、オの規定により算定した額）」を削り、同項（1) 工を同項（1) オとし、同項 (1)

ウ中「 (1時間に満たないときは、 1時間とする。）」及び「（オの規定の適用を受け

る場合にあっては、オの規定により算定した額）」を削り、同項（1) ウを同項（1) エと

し、同項（1) イ中「 1時間とする」の次に「。エ及びオにおいて同じ」を加え、 「（オ

の規定」を「（イ又は力の規定」に、 「オの規定により算定した額」を「それぞれの規

定により算定した額。エ及びオにおいて同じ。」に改め、同項（1) イを同項（1) ウとし、

同項（1) アの次に次のように加える。

イ 市外利用料金

専用使用者が次のいずれにも該当しない場合（力の規定の適用を受ける場合を除

く。）の専用利用料金は、基本利用料金の額に 2を乗じて得た額とする。

（ア）市内に住所を有する者

（イ）市内の事務所若しくは事業所に勤務している者又は市内の学校に在学している

者

（り）市内に事務所又は事業所を有する者

別表の 2の項 (3) の表茅ヶ崎市総合体育館の項中

r 

電光得点表示盤 1組 1, 0 4 0円

放送設備 ー式 2, 0 9 0円

を

r
 放送設備 ー式 2, 0 9 0円

に改め、別表の 2の項 (4) を削る。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和 7年 4月 1日から施行する。ただし、附則第 3項及び第 4項の規定

は、公布の日から施行する。

（経過措置）
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2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用

に係る茅ヶ崎市総合体育館及び茅ヶ崎市体育館（以下「体育館」という。）の利用料金

について適用し、施行日前の体育館の利用料金については、なお従前の例による。

3 指定管理者は、この条例の施行前においても、改正後の茅ヶ崎市体育館条例の規定の

例により、施行日以後における体育館の利用料金について、市長の承認を受けることが

できる。

4 施行日以後の体育館の使用について承認を受けた者は、指定管理者が前項の規定によ

る承認を受けた場合においては、この条例の施行前であっても、当該指定管理者が承認

を受けた額の利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

令和 6年 9月 27日提出

茅ヶ崎市長佐藤 光

提案理由

本案は、茅ヶ崎市総合体育館及び茅ヶ崎市体育館の利用料金の上限額を引き上げること

により、受益者負担の適正化を図る等のため提案する。
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議案第 85号

茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例

茅ヶ崎市国民健康保険条例（昭和 34年茅ヶ崎市条例第 15号）の一部を次のように改

正する。

第 53条中「第 9項」を「第 5項」に、 「若しくは虚偽の届出をした者又は同条第 3項

若しくは第 4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者」を「又は

虚偽の届出をした者」に改める。

附則

1 この条例は、令和 6年 12月 2日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備

等及び経過措置に関する政令（令和 6年政令第 26 0号）第 9条の規定によりなお従前

の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。

令和 6年 9月 27日提出

茅ヶ崎市長佐藤 光

提案理由

本案は、国民健康保険法の改正に伴い、所要の規定を整備するため提案する。
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議案第 86号

茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例（昭和 41年茅ヶ崎市条例第 40号）の一部を

次のように改正する。

別表第 2中

入院期間が 180日を超えた日以後の入 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める

院及びその療養に伴う世話その他の看護 医薬品等（平成18年厚生労働省告示第498

（厚生労働大臣の定める評価療養、患者 号）第8号に規定する通算対象入院料の点数を

申出療養及び選定療養第2条第7号に規 用いて診療報酬の算定方法の例により算定した
を

定するものをいう。） 額に 100分の 15を乗じて得た額を基準とし

て病院事業管理者が定める額
J
 

r 

入院期間が 180日を超えた日以後の入 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める

院及びその療養に伴う世話その他の看護 医薬品等（平成18年厚生労働省告示第498

（厚生労働大臣の定める評価療養、患者 号）第8号に規定する通算対象入院料の点数を

申出療養及び選定療養第2条第7号に規 用いて診療報酬の算定方法の例により算定した

定する入院及び看護をいう。） 額に 10 0分の 15を乗じて得た額を基準とし

て病院事業管理者が定める額

先発医薬品（後発医薬品（厚生労働大臣 先発医薬品の薬価から当該先発医薬品の後発医

の定める評価療養、患者申出療養及び選 薬品の薬価を控除して得た価格に4分の 1を乗

定療養第2条第15号に規定する後発医 じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例

薬品をいう。以下この項において同じ。 により算定した点数に 10円を乗じて得た額

）のある新医薬品等（同号に規定する新

医薬品等であって別に厚生労働大臣が定

めるものをいう。）をいう。以下この項

において同じ。）の処方等（同号に規定

する処方等をいう。）

に

J
 

改める。

附則
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1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた処方等に係る使用料の額については、なお従前の例

による。

令和 6年 9月 27日提出

茅ヶ崎市長佐藤 光

提案理由

本案は、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項

等の改正に伴い、患者の希望による先発医薬品の処方等について特別の費用を徴収するこ

ととするため提案する。
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和解について

次のとおり和解する。

令和 6年 9月 27日提出

1 損害賠 償の額

2 損害賠償の相手方

3 損害賠償の理由

金 1,373,568円

市外在住の男性

議案第 87号

茅ヶ崎市長佐藤 光

令和 5年 10月 2日午後 5時 58分頃、新栄町 7番 7号地先において、道路管理課職

員が運転する公用車が枝道から本線に出ようとした際、本線を走行している車両の進路

を妨げる恐れがあったため車両を後退させたところ、後方に停車していた相手方車両と

接触し、損害を与えたため、これに対する修理費等を賠償するものです。

提案理由

本案は、公用車の事故について和解を成立させるため提案する。
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